
盛岡地方法務局登記部門の案内図

詳しくは，下記へおたずねください。

盛岡地方法務局からのお知らせ

登記事項証明書，印鑑証明書の交付事務のほか，花巻支局の管轄区域内に本店（主たる事務
所）を有する会社・法人については，下記の事務については引き続き花巻支局においても取り扱
います。

記
① 印鑑カードの交付，廃止，返納等に関する印鑑カード事務
② 電子証明書の発行請求，使用廃止，識別符号の変更等に関する電子認証事務

花巻支局の商業・法人登記事務は，

平成２２年８月２３日（月）から

盛岡地方法務局（本局）登記部門

で取り扱うことになります。

盛岡地方法務局登記部門 019-624-9851

盛岡地方法務局花巻支局 0198-24-8311
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